
 
広
島
県
立
福
山
若
草
園
使
用
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
十
六
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
規
則
第
九
号 

 
 
 

広
島
県
立
福
山
若
草
園
使
用
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

広
島
県
立
福
山
若
草
園
使
用
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
広
島
県
規
則
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
第
六
条
第
二
項
及
び
第
十
五
条
」
を
「
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
条
第
三
項
並
び

に
第
十
七
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

宿
泊
施
設
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
使
用
許
可
申
請
書
を
指
定
管
理
者

に
提
出
し
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
条
第
一
項
中
「
第
七
条
第
一
号
」
を
「
第
八
条
第
一
号
」
に
改
め
る
。 

第
六
条
第
一
項
中
「
別
記
様
式
第
二
号
」
を
「
別
記
様
式
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
別
記
様

式
第
三
号
」
を
「
別
記
様
式
第
四
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
条
第
一
項
中
「
第
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
七
条
第
三
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
条
中
「
別
記
様
式
第
四
号
」
を
「
別
記
様
式
第
五
号
」
に
、
「
別
記
様
式
第
五
号
」
を
「
別
記
様
式

第
六
号
」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
五
号
注
１
中
「ま

つ
消

」
を
「抹

消

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
六
号
と
す
る
。 

別
記
様
式
第
四
号
注
１
中
「ま

つ
消

」
を
「抹

消

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
五
号
と
す
る
。 

別
記
様
式
第
三
号
を
別
記
様
式
第
四
号
と
し
、
別
記
様
式
第
二
号
を
別
記
様
式
第
三
号
と
し
、
別
記
様
式

第
一
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



様
式
第

2
号
（
第

3
条
関
係
）
 

 

使
 
用

 
許

 
可

 
申

 
請

 
書

 
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 

 
広
島
県
立
福
山
若
草
園
指
定
管
理
者
様
 

  
宿
泊
施
設
を
使
用
し
た
い
の
で
，
次
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。
 

注
 
1
 
不
用
の
文
字
は
，
抹
消
す
る
こ
と
。
 

 
 
2 

用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格

A
列
４
と
す
る
。
 

申
請

者
 

住
所
 

〒
 

 

氏
名
 

○ 印

期
間
 

年
 
 
月
 
 
日
か
ら
 
 
 
年
 
 
月
 
 

日
ま
で
(
 
 
泊

)

利
用

者
の

別
 

 
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
者
又
は
 

奉
仕
活
動
の
目
的
で
利
用
す
る
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
人
 

研
修
の
た
め
に
利
用
す
る
者
（
就
職
し
て
い
な
い
者
）
 
 
 
 
 
 
人
 

研
修
の
た
め
に
利
用
す
る
者
（
就
職
し
て
い
る
者
）
 
 
 
 
 
 
 
人
 

 
福
山
若
草
療
育
園
の
入
所
者
の
３
親
等
内
の
親
族
 
 
 
 
 
 
 
 
人
 

 
計
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
人
 



 
 
 

附 

則 

 
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


